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2023（令和 5）年度 犬山国際交流協会 通常総会次第 

 

 

 1.    開会 

 2.    会長挨拶 

 3.    顧問・来賓挨拶 

 4.    総会成立宣言 

 ５.    議長選出 

 ６.   議事録署名人選出 

 ７.   議事 

  （1） 議案第 1 号 2022（令和４）年度 犬山国際交流協会 事業報告（案）について 

  （2） 議案第 2 号 2022（令和４）年度 犬山国際交流協会 収支決算（案）について 

   （3） 議案第 3 号 2023（令和 5）年度 犬山国際交流協会 事業計画（案）について 

  （4） 議案第 4 号 2023（令和 5）年度 犬山国際交流協会 予算（案）について  

８.   その他 

 ９. 閉会 
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議案第１号   

2022（令和 4）年度 犬山国際交流協会 事業報告（案） 

（１）会議事業 

事業名 開催 内   容 

通常総会 1 回 6 月１1 日(土) /事業報告 収支決算 役員選任 事業計画 予算等の審議 

※総会後 ファム ティ ヌー ハウ さんによる『ベトナム講座』  

理事会 8 回 ＊協会運営・経営内容 事業内容 実施計画 就業規程 周年記念事業等

特別積立金規約 在住外国人支援基金規約 等の審議 

開催日：5 月 24 日(火)、7 月 29 日(金)、9 月 1 日(木)、10 月 25

日(金)、12 月 27 日(火)、2 月 8 日(水)、3 月 22 日(火) 

 臨時理事会開催日：7 月 29 日(金) 

正副会長会 １回 7 月 29 日(金) 在住外国人支援基金規約の審議 

     

（２）受託事業 

国際交流推進事業  

事業名 事業内容 / 実績 

日 本 語 教 室 開

催事業 

＊犬山市及び周辺に在住する外国人が日本語で会話することができるよう

に、日本語の学習教室を、レベルや目的に応じたクラス分けにて、継続的

に開催。 

開催日時：毎週日曜日 午前 10 時～1１時 45 分 

開催日数：全 48 回 

教室運営：犬山日本語教室（ボランティアグループ）   

クラス数：5 クラス 

参加人数：67 人（延べ 534 人参加） 

   開催場所：犬山市民交流センター（フロイデ）会議室 

   ボランティア数：10 人 

  広報：ホームページ、Facebook * 、チラシ配布（7 言語対応） 

           *：毎週金曜日に発信（週毎に言語を変える） 

参加者実績： 

国籍：ベトナム、フィリピン、インドネシア、ペルー、ロシア、フ

ランス、中国、ブラジル、オーストラリア、ベルギー、パキ

スタン、ボリビア、カナダ、インド、ラオス、米国、タイ 

 在留資格：技能実習、技術・人文知識・国際業務、永住者、定住者、

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在、留学、教

育、教授など 

多 文 化 共 生 推

進員・国際交流

員 企 画 事 業 支

援業務 

   

＊多文化共生推進員（地域協働課）(大島ヴィルジニア・ユミ氏)による企画

をもとに、関係の支援業務の実施。 

 ・多文化共生文庫用書籍の購入手配 

 ・教育セミナー（11 月 20 日実施、場所：フロイデ） 

  ・多文化交流フェス×フロイデまつり（12 月 18 日実施、場所：フロイデ） 
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 ・介護セミナー（3 月 5 日実施、場所：市役所） 

＊犬山市国際交流員（地域協働課/カタリナ・カウフマン氏）による企画を

もとに、ドイツ語講座、ドイツの部屋等に関る支援業務の実施。 

・ドイツ語講座（場所：フロイデ） 

初級（全 8 回）：4 月 22 日～7 月 1 日  参加者 12 人 

中級（全 5 回）：5 月 31 日～7 月 5 日  参加者 12 人 

・ドイツの部屋 

ボードゲーム：4 月 23 日  参加者 1 人（場所：フロイデ） 

詩・俳句を作る：5 月 14 日  参加者 5 人（場所：フロイデ） 

クッキー作り：7 月 9 日  参加者 12 人（場所：南部公民館） 

  ・ザンクト・ゴアルスハウゼン市との友好都市提携 30 周年記念フェステ 

ィバル 

6 月 4 日、5 日実施（場所：余遊亭） 

 

（３） 自主事業 

① 語学講座開催事業 

開催言語 英語、韓国語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、フランス語 

（7 言語） 

目的 犬山市及び周辺地域に暮らす住民の国際交流のための語学能力向上 

年間受講者総数 384 人 （前期：172 人 後期：212 人） 

開講期間 前期：５月 10 日～9 月 30 日  後期：10 月 4 日～2 月 16 日 

講座回数 前期：3 回（はじめてのポルトガル語）、5 回（はじめてのスペイン語）、 

10 回（韓国語基礎）、15 回（それ以外） 

後期：5 回（海外旅行の英会話、はじめてのスペイン語、はじめてのポルト

ガル語、はじめてのフランス語）、10 回（中国語初級）、15 回（それ

以外） 

クラス 言語習得レベル・目的に合わせ、クラス別にて募集 

    
語学講座開催実績 

  英 語 韓国語 ドイツ語 スペイン語 ポルトガル語 中国語 フランス語 

前 期 
クラス数 ７ 4 3 3 2 0  

人数 63 54 23 22 10 0  

後 期 
クラス数 8 5 3 3 1 1 2 

人数 70 60 24 22 6 7 23 

合 計 人数 133 114 47 44 16 7 23 

    

② 企業内日本語教室 

目的･内容 企業からの要望に応じ日本語講師を派遣。企業内の外国人労働者の日本語習得。 

実績 要望がなく開催なし 
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  ③ 広報事業 

目的･内容 
協会の事業内容や活動状況、又必要な情報を広く一般市民に分かりやすく知らせ、

理解を求める。 

実績 ・ IIA ホームページ掲載 68 件（多言語あり) 

・ Facebook 掲載 142 件（多言語あり） 

・ LINE 掲載 52 件 

・ 「犬山広報」掲載 10 件 

語学講座（前期、後期(＊)）、国際交流員によるドイツの部屋・ドイツ語講座、

外国人向け日本語教室、講演会、書き損じハガキ等 

 (＊)買取紙面 

・ IIA ニュース配布 709 件 

 

④ 講演会 

目的･ 

内容 

持続可能な地域の未来に向け、外国人を雇用している企業側だけでなく、市民、地

域のボランティアグループ、関連団体など様々なステークホルダーと共に協力し合

える基盤づくりを図るため、多文化共生活動に経験が深く実績のある講師を招き、

講演会を開催した。 

実績 開催日：1２月１４日（水） 

会 場：フロイデ ３01 会議室 

テーマ：「連携した多文化共生が地域の未来をつくる」 

講 師：田村太郎氏（一般社団法人 ダイバーシティ研修所 代表理事） 

参加者数：６７人 

 

⑤ 多言語情報発信 

目的･ 

内容 

日本語が十分に理解できないため日常的に不便な思いをしている外国籍住民に対

し、暮らしに役立つ情報を多言語に翻訳し発信することで、支援を実施。 

実績 言語：7 言語/ベトナム語、タガログ語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、英

語、やさしい日本語 

※翻訳は、ボランティアグループ、いぬやま多言語 News による。 

ボランティア数：21 人（ベトナム語 2 人、タガログ語 2 人、中国語 5 人、ポル

トガル語 4 人、スペイン語３人、英語 5 人） 

配信：第 1 回目  

〇翻訳会議日/ 9 月 11 日（日） オンラインにて開催（1 名は事務局にて） 

〇配信日/ 10 月 21 日 

〇内容/ １．取材/耕作放棄地を活用した野菜の栽培を通して地域と交流して

いるベトナム国籍の方 

２．誰もが気持ちよく暮らす街づくりについて考える場所 

３．シェイクアウト訓練 

４．取材/犬山日本語教室で勉強を頑張っている人（中国籍の方） 

５．「熱中症」への注意喚起 

６．取材/語学講座講師（ポルトガル語） 
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７．自転車に乗る時のルール 

８．体験をしながら交流しあえる場所 

９．やさしい日本語で見ることができるニュースサイト 

10．茶道 

11．日本語のオノマトペ（擬音語、擬声語） 

配信：第 2 回目 

〇翻訳会議日/2 月 12 日（日） オンラインにて開催（1 名は事務局にて） 

〇配信日/ 3 月 31 日 

  〇内容/１．取材/学校で外国人生徒サポートを通して地域で活躍しているブラ

ジル国籍の方 

２．子育てに役立つ情報サイト 

３．誰もが気持ちよく暮らす街づくりについて考える場所 

４．取材/犬山日本語教室で勉強を頑張っている人（ペルー国籍の方） 

５．世界の伝統的な遊びやゲーム 

６．取材/語学講座講師（中国語） 

７．外国人が日本で安心して働くための情報サイト 

８．体験をしながら交流しあえる場所 

９．取材/元犬山市国際交流員「言葉も文化も異なる人と仲良くなるた

めに」 

10．病気の時に使うオノマトペ（擬音語、擬声語） 

11．日本語を学べる教室、サイト 

12．相撲 

 

⑥ 多文化交流カフェ 

目的･内容 日本文化の体験と各国の文化や風習についての意見交換 

実績 第１回 

 開催日：８月２８日（日） 

 内 容：茶道体験・各自紹介「母国のお茶文化」 

 参加者：９人（内、外国籍 7 人） 

 参加国：4 か国（ベトナム、中国、ラオス、日本）  

第 2 回 

 開催日：２月５日（日） 

 内 容：書道体験・各自紹介「母国のお正月の文化や風習」 

 参加者：19 人（内、外国籍 11 人） 

 参加国：4 か国（ベトナム、中国、フィリピン、日本） 

 

⑦ 犬山ハイキング 

目的･内容 外国人と日本人が一緒に犬山の名所を訪れ、地域の魅力を体感。 

実績 開催日：1１月２７日（日） 

コース：フロイデ→寂光院→フロイデ 約 7 ㎞ 

参加者：２８人（内、外国籍１３人） 

参加国：7 か国 （ベトナム、中国、ペルー、ラオス、オーストラリア、フランス、日本） 
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⑧ ホームビジット 

目的･ 

内容 

在住外国人が日本人家庭を訪問し、日本人の実生活に触れることで日本文化を知る。

地域のホストファミリーとのつながりを築く中で、相互の交流を深める。 

実績 開催日：2 月 18 日（土）、19 日（日）、21 日（火）、27 日（月）、3 月 5 日（日） 

参加外国人：17 人（内、留学生 6 人） 

国籍別人数は、ベトナム 11 人、ネパール 2 人、ペルー2 人、中国 1 

人、ウズベキスタン 1 人 

ホストファミリー：7 家族 

 

⑨ 各国料理講座 

目的･ 

内容 

外国の料理と日本の料理講座を開催し、料理を通じた食文化交流ができる機会を持

つ。 

実績 開催日：7 月 24 日 （日） 

会 場：丸山地区学習等共用施設（料理実習室） 

内 容：ベトナム料理「生春巻きと揚げ春巻き」・日本料理「おにぎりとお味噌汁」 

参加者：13 人（内、外国籍 6 人） 

参加国：4 か国（ベトナム、中国、ベルギー、日本） 

 

⑩ 多文化おしゃべりクラブ～オンライン～ 

目的･ 

内容 

月に１度、話し合いの場を設け、お互いの文化や習慣を知り合いながら、「誰もが住

みやすい生活環境づくり」について一緒に考えていく。 

実績 開催日：5 月 31 日(火)、6 月 18 日(土)、7 月 20 日(水)、8 月 20 日(土)、9 月

16 日(金)、10 月 15 日(土)、11 月 16 日(水)、12 月 17 日(土)、1 月 16

日(月)、2 月 11 日(土)、3 月 16 日(木) 

時 間：19：30～20：30（1 時間） 

方 法：オンライン 

参加者：141 人（内、外国籍 85 人） 

参加国：13 か国（ベトナム、中国、ブラジル、フィリピン、インドネシア、ウズベ

キスタン、カンボジア、タイ、パキスタン、オーストラリア） 

   
＜トピック内容・参加人数内訳＞ 

月 トピック 人数 内、外国籍数 

5 月 「ジェスチャー・あいづち」 10 6 

6 月 「わたしの国のマナー」 16 10 

7 月 「国のイメージ」 12 7 

8 月 「子どものとき、親、先生、周りの大人から言われていたこと」 16 9 

9 月 「暮らし（生活）を楽しむための方法」 12 8 

10 月 
「あなたがこれまで住んだところで、生活しやすかったとこ

ろはどこですか。それは何故ですか」 
14 9 
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11 月 「“日本に住んで、よかった”と思ったことは何ですか」 8 4 

12 月 
「あなたが＂難しい＂と思う日本語は、いつ・どんなところで使

う日本語ですか」 
17 9 

1 月 
「言葉や文化が違う人と、一緒に仕事したり、活動したりすると

き、あなたが大切にすることは何？」 
9 4 

2 月 
「今、日本には文化や言葉が違う人たちが生活しています。みんな

が同じ町で、気持ちよく生活するために何が必要だと思いますか？」 
16 8 

3 月 
「好きなトピック（話題）の部屋で話しましょう。趣味（音楽な

ど）・子育て・仕事・生活・その他なんでも OK」 
11 6 

 

⑪ 多文化交流フェス×フロイデまつり 

目的･ 

内容 

担当者が母国の伝統的な遊びやゲームを紹介し、参加者がそれらを体験しながら文

化交流できる機会を持つ。 

実績 開催日：12 月 18 日 （日）   

会 場：フロイデ 

方 法：犬山市主催「多文化交流フェス×フロイデまつり」に、「世界の伝統的な

遊びやゲームを楽しもう」として、ブース出展。 

紹介国：5 か国（ペルー、ベトナム、中国、オーストラリア、日本） 

内 容：ペルー；JUEGO de JAX/フォエゴ デ ジャス（スーパーボールを使った遊び） 

     ベトナム；ô ăn quan/オアンクアン（小石で遊ぶ伝統的なゲーム） 

    中国；ピャジ（手作りのメンコ遊び） 

    英国・オーストラリア（英語圏）；Scrabble/スクラブル（英語圏で遊ばれている英

単語ゲーム） 

    日本；けん玉、おはじき、こま、紙風船、福笑い、あやとり など 

参加者：約 170 人 

 

⑫ 書き損じハガキ収集事業 

目的･内容 ダルニー奨学金を通じ、貧困で教育を受けられない子どもたちの進学支援。  

実績 書き損じハガキ、切手 1,488 枚を収集し、寄付を実施。 

寄付合計金額：76,204 円 ＊タイ中学生 4 人の 1 年間分学費に相当 

収集場所：犬山市役所及び各出張所、フロイデ 

期間：通年（4 月 1 日～3 月 31 日）※3 月初旬に回収し、寄付。 

 

⑬ 所属ボランティアグループ運営事業 

目的･

内容 

ボランティアグループと連携し、組織的な国際交流活動を展開し、国際理解を図る。

犬山市における多文化共生の展開に役立つ事業活動を推進するため、会議を随時開

催し、必要に応じた情報の発信、及び共有を行う。  

実績 1) ボランティア全体会議開催 1 回 

 日時： 3 月 1５日（水） ※フロイデ ７グループ、９人参加  

2) ボランティア保険の加入： 活動助成：９グループ 
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3) 活動の広報・受付等 

 ①「犬山グッドウィルガイド」支援活動 

  ・犬山広報掲載、申込受付：「英会話サロン」（4、9 月） 

 ・令４年度減免申請（犬山城・文化資料館・どんでん館 等）手続き 

 ②「B.ブリッジズ」支援活動 

  ・後援名義使用の許可 

  ・犬山広報掲載申請：「NY からザバーリアン高校ジャズバンドと合唱団 ホー

ムスティ家族募集」（1 月）、「ザバーリアン高校 ジャズバンド&コーラス 

With 転輪太鼓 コンサート」（3 月） 

  ・福祉バス利用申請：「日本文化研修」 

 

⑭ その他 

項 目 事業内容 / 実績 

中学校総合学習 市内の中学生が事務局を訪問し、国際交流に関する質問等に答え、交流を

実施。 10 月 28 日（金） 参加人数：3 人 

後援名義申請の

許可 

後援名義申請の許可 

・B.ブリッジズ主催 

 ザバーリアン高校 ジャズバンド&コーラス With 転輪太鼓 コンサート 

・一般財団法人言語交流研究所 ヒッポファミリークラブ主催  

教育講演会「7 ヶ国語で話そう」（令和 5 年 7 月 12 日・15 日） 

 

◇ 所属ボランティアグループの主な事業報告  

各ボランティアグループの活動内容/実績は以下のとおりで IIA の活動に重要な役割を担った。 

グループ名 活動内容 / 実績 

犬山日本語教室 

会員数 10 人 

＊犬山市（近隣）在住の外国人が日本語で会話できるようにする 

 ・４月 ～３月 毎週日曜日 10:00～11:45  

実施回数：48 回  参加人数：67 人（延べ 534 人）  

  場所：フロイデ 

犬山グッドウィルガ

イド 

会員数 26 人 

＊６月にはリハビリ期間として会員の城への登閣機会を設け、11 月 

には外国人の入国制限緩和を受け試験的に本丸でのガイドを実施。 

この結果、外国人観光客の到来は確認できたものの感染第 8 波の発 

生が有りガイド活動再開には至らず。                      

＊市民向け「国際交流理解」に関する活動 

 ・英会話サロン  

4 月～3 月に毎月 2 回、計 25 回実施  参加人数：12 人 

場所：フロイデ 

＊研修 

 ・ZOOM での IGG 勉強会第 9 回（4 月 2 日） 6 人参加 

 ・マザック博物館（5 月 15 日） 12 人参加 

 ・犬山城でのリハビリ（６月１３日～７月３日） 10 人参加 

 ・韓国語でお城（6 月 19 日） 1 人参加 

 ・第１回単語帳、例文集作成 ZOOM 会議（8 月 27 日）10 人参加 
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 ・産業技術記念館（10 月 9 日） 6 人参加 

 ・犬山城で試験的ガイド実施（11 月 7 日～17 日） 10 人参加 

 ・東の宮古墳研修（2 月 25 日） 12 人参加 

 ・犬山城祭り参画（2 月 25 日） 4 人参加 

＊国際交流・支援 

 ・ザンクト・ゴアルスハウゼン市友好３０周年事業（６月 4、5 日） 

5 人参加 

いぬやま多言語

News 

会員数 21 人 

＊外国籍住民に役立つ情報記事を多言語で翻訳。 

言語：7 言語/ベトナム語、タガログ語、中国語、ポルトガル語、スペ

イン語、英語、やさしい日本語 

ボランティア数：21 人（ベトナム語 2 人、タガログ語 2 人、中国語

5 人、ポルトガル語 4 人、スペイン語３人、英語 5 人） 

発信：第 1 回目  

◇翻訳会議日/ 9 月 11 日（日）オンラインでの開催 

◇配信日/ 10 月 21 日  ◇ページ数：6 ページ（Ａ４） 

第 2 回目 

◇翻訳会議日/2 月 12 日（日）オンラインでの開催 

◇配信日/ 3 月 31 日  ◇ページ数：6 ページ（Ａ４） 

   ※記事内容は、自主事業、多言語情報発信内容参照 

台所からの国際交流  

   会員数 5 人 

＊各国料理講座にて日本語料理講師と運営サポート 

開催日：7 月 24 日 （日） 

会 場：丸山地区学習等共用施設（料理実習室） 

内 容：ベトナム料理「生春巻きと揚げ春巻き」・日本料理「おにぎ

りとお味噌汁」 

ＩＫひろば  

   会員数 10 人 

コロナのため活動休止 

※ 今年度で解散 

フロイデ応援団 

   会員数  17 人 

＊IIA 講演会運営サポート 12 月 14 日（水） 場所：フロイデ 

 

国際理解・協力 

   会員数 5 人  

＊IIA 総会準備サポート 6 月 11 日（土） 場所：フロイデ 

看板の取り付け 

＊「古城絵巻」披露 （「第 1 回犬山城まつり」（2 月 25 日に連動） 

開催日：2 月 20 日(月)～27 日(月) 場所：フロイデ１階ロビー  
姉妹都市 Davis 友好交
流協会ＦＯＤ(Friends 
of Davis)会員数 31 人 

活動休止 

Ｂ.ブリッジズ 

会員数 200 人 

＊「犬山交流の旅」ニューヨークからザバーリアン高校のジャズバン

ドと合唱団の生徒と先生が犬山を訪問し交流をする。 

参加人数：65 人 ホストファミリー：51 家族 

開催日：3 月 28 日（火）～4 月 7 日（金） 

内容：犬山観光、交流会、奈良・京都観光、犬山祭り体験、大須観光・

買い物、瑞浪相生座、土岐アウトレットモール、コンサート 

＜説明会＞ 

  1 回目 2 月 15 日（水） 場所：フロイデ 

  ２回目 3 月 15 日（水） 場所：フロイデ 
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議案第 3 号 
 

2023（令和５）年度 犬山国際交流協会 事業計画（案） 

 

分類 事 業 日程、回数 場 所 

 

 

 

□ 会議事業 

・通常総会 

・理事会 

・運営委員会（正副会長会） 

 

６月 10 日(土) 

通年 

通年 

 

フロイデ 

受
託
事
業 

■ 国際交流推進事業委託業務 

（1）日本語教室開催委託業務 

（2）多文化共生推進員企画事業委託業務 

 

毎週日曜日（全 47 回） 

8 月、12 月、1 月頃 

 

フロイデ 

市役所（8 月）、他調整中 

自 

主 

事 

業 

□ 語学講座開催事業  

 ・前期語学講座  

 ・後期語学講座 

（講座期間） 

5 月～9 月 

10 月～2 月 

 

フロイデ 

□ 企業内日本語教室  通年 企業内施設 

□ 広報事業   通年 フロイデ 

□ 講演会   1１月 フロイデ 

□ 多言語情報発信 

（ベトナム語、タガログ語、中国語、ポルトガ

ル語、スペイン語、英語、やさしい日本語） 

9 月、１月 

（2 回） 

フロイデ(翻訳会議)  

発信：ホームページ 

Facebook など 

□ 多文化交流カフェ  1 月（１回） フロイデ 

□ 「石上げ祭」参加  8 月 6 日(日) 尾張冨士 

□ 犬山ハイキング  10 月（1 回） 市内 

□ ホームビジット  9 月（1 回） 市内 

□ 各国料理講座  7 月 9 日(日) 丸山地区学習等共有

施設料理実習室 

□ 多文化おしゃべりクラブ   

～オンライン～ 

４月～3 月 

（1２回） 

オンライン 

□ 外国人とのコミュニケーションアップ

講座  

9 月（3 回講座） フロイデ 

□ 書き損じハガキ収集事業  通年 

※ 回収 3月初旬 

フロイデ、市役所、各

出張所 

□ 所属ボランティアグループ運営事業  

   ボランティア会議 

7 月、９月、２月 

（３回） 

フロイデ 

□ 通訳コーディネイト  通年 市内 
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2023（令和５）年度 事業計画（案） 
  

犬山国際交流協会は犬山市における国際交流を推進する組織として、市内外の国際交流を担うボ

ランティ団体と連携し、多文化共生と国際理解に役立つ事業活動を推進するために、組織的な国際

交流活動を展開していく。 
 

＜受託事業＞ 

①  日本語教室開催委託業務 

外国人市民が日本語を理解し、日本語で自分の意思を話せるようになり、日常生活や地域住

民とのコミュニケーションが円滑になることを目的に、日本語能力の向上が図れる日本語教

室を企画・運営する。 

 

②  多文化共生推進員企画事業委託業務 

出前講座*、多文化文庫、ポスター展、異文化理解事業等において、多文化共生推進員と協

力して企画・運営する。 

*：「外国人向け教育セミナー」、「外国人向け介護保険セミナー」、「外国人向け確定申告セ 

ミナー」 

 

＜自主事業＞ 

①  語学講座 

半期７言語、23 講座のより多様な語学講座を継続的に開催することで、国際交流に関心を

持つ受講者 150～200人の語学力向上、受講者間の豊かなコミュニケーションに寄与する。

外国人とのコミュニケーションの第一歩となる、気軽に学べる入門クラスを開設し、国際交流

に関心を寄せる講座受講者の視野を広げる。 
 

開設言語： 英語（8 講座）、韓国語（5 講座）、ドイツ語（3 講座）、スペイン語（2 講座）、

ポルトガル語（1講座）、中国語（2 講座）、フランス語 （２講座） 

年間受講者総数： ３４４名 （前期：１７２名、後期：１７２名） 

開催期間： （前期）5月～9 月 （後期）10月～2 月 

開催回数： 各期 15 回・10 回・5 回 ※ 講座により開催数は異なる 

クラス： 言語習得レベル・要望に合わせてクラス別にて募集 

広報：いぬやま広報買取紙面にて告知（4月 1日号、9 月 1日号） 

 

②  講演会 

国際交流、国際理解、多文化共生を推進する内容の講演会を開催し、地域の国際交流、多

文化共生推進に寄与する。また、講演会をきっかけに、在住外国人に関わる関係団体や関係

者と連携が取れるように呼びかけていく。 

開催：年 1回   

参加人数：４５人 
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③  各国料理講座 

 外国料理及び日本料理の講座を開催し、料理を通じた文化交流ができる機会を持つ。 

  開催：7月 9 日(日) 
 

   

④  多言語情報発信 

日本語を十分に理解できず、不便な思いをしている外国籍住民に対し、母語による情報発信

により、コミュニケーション支援を行う。記事に関しては、外国人市民の暮らしに役立つ情報

をはじめ、外国人市民の文化や習慣を日本人に紹介する内容も取り上げることで、お互いに理

解が深まるツールとする。言語は、多言語（7 言語）で翻訳し、当協会のホームページ、

Facebook などで情報発信をする。また、必要に応じて、紙媒体での発行も行う。 
 

 回数：2回 

言語：7言語（ベトナム語、タガログ語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、英語、や

さしい日本語） 

 翻訳ボランティア（各国の懸け橋役を担う人材）：活動紹介をするなどして随時募集する 
 

 

⑤  多文化交流カフェ 

異なる文化をもつ人たちが気軽に集うことができる場として開催し、お互いの文化や習慣

を知り合う機会とする。 
 

 回数：年１回 
 

 

⑥  「石上げ祭」参加 【新規】 

地域に住む異なる文化を持つ人たちが犬山の伝統的なお祭りである「石上げ祭」に参加

し、地域の祭りをともに体験する。 
 

 日程：8月 6 日（日）  

 

⑦  犬山ハイキング 

犬山地域におけるハイキングを行い、外国人、日本人の交流を図る。日本語がほとんどわ

からない段階の外国人も、気軽に交流できる機会とする。 
 

 回数：年１回 
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⑧  ホームビジット 

在住外国人がホストファミリーとなる地域の日本人の自宅を訪問することで、日本人の生

活様式、日本文化、習慣に触れることができる。また、ホストファミリーである日本人は、

在住外国人を自宅に招くことで、外国人を身近に感じる機会を持つことができ、お互いの国

際理解を深める交流の場とする。 
 

 回数：年１回 

 

 

⑨  多文化おしゃべりクラブ～オンライン～ 

月に１度、話し合いの場を設け、お互いの文化や習慣を知り合いながら、誰もが住みやす

い生活環境についてともに考えていく。 
 

回数：月 1回×1２か月  

 

 

⑩  企業内日本語教室 

 企業からの要望により、日本語教室の講師を派遣する。 

 

 

⑪  広報事業 

 ホームぺージ、フェイスブック、LINE 等を使い、生きた情報を発信し、国際理解、国際

交流、多文化共生に役立つ活動を推進していく。 

  

 

⑫  書き損じハガキ収集事業 

 ダルニー奨学金を通じ、貧困で教育を受けられない子どもたちの進学を支援する。 

 収集場所：犬山市役所及び各出張所、フロイデ 

期間：通年（4 月 1日～3 月 31 日）※3 月初旬に回収し、寄付。 

 

 

⑬  ボランティア会議 

組織的な国際交流活動を展開するとともに、国際理解と犬山市における多文化共生の展開

に役立つ事業活動を推進するために、ボランティアグループと連携し、定期的な会議開催

や、必要に応じた情報発信、情報共有を行う。 

  回数：年３回 
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⑭  通訳コーディネイト 【新規】 ※ 必要経費は「在住外国人支援基金」より支出 

 市が行っている範囲外で通訳の要望のある案件に対し、通訳者を派遣できるように、通訳

登録制度を検討し実施する。 

 

 

⑮  外国人とのコミュニケーションアップ講座 【新規】 

 外国人に伝わりやすい日本語の話し方や、表現方法のコツを学び、外国人とのコミュニケ

ーションを円滑にするための機会を設ける。また、この講座を通じて、外国人の文化・習慣

などの＂違い“による「新しい考え方」から、「新しい発見」が生まれるという好事例も紹

介していく。 

 回数：1回（３回講座） 

 

 

⑯  その他協力事業 

・ 犬山国際ユースホステルが運営するドイツとの交流事業にて、ホームステイ先のコー

ディネイトを行い、協力する。 

     日程：10 月 14 日(土) - 15 日(日) 予定 

 ・ 「多文化交流フェス×フロイデまつり」（市主催予定）に参加する。 
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◇ 所属 ボランティアグループ 主な予定事業  

 

グループ名 活動内容 等 

犬山日本語教室 

会員数 12 人 

＊犬山市に在住・在勤・在学する外国人市民を対象に、レベルに応じて

日本語能力の向上が図れる日本語教室を企画・運営する。 

 4 月 ～3月 毎週日曜日 10:00～11:45  

実施回数 47回程度 場所：フロイデ 

犬山グッドウィル

ガイド 

会員数 23 人 

＊国際交流・支援 

・犬山・日本文化紹介（通年） 

＊一般市民向け「国際交流理解」に関する活動 

 ・英語講演会 

 ・外国語でお城 

 ・韓国語で明治村 

 ・英会話サロン 

＊教育・研修、その他 

 ・トヨタ産業技術記念館見学 

 ・勉強会（場所は犬山城） 

 ・人研修（場所は犬山城） 

＊その他 

・勉強会（月 1 回、LINE/ZOOM/Youtube 等） 

・IIA総会（6月） 

いぬやま多言語

News 

会員数 21人 

＊外国籍住民に役立つ情報記事を多言語で翻訳。 

翻訳言語：7言語/ベトナム語、タガログ語、中国語、ポルトガル語、ス

ペイン語、英語 

回数：年 2回 

台所からの国際交

流  

  会員数 5 人 

＊各国料理講座にて日本語料理講師と運営サポート 

開催日：7月 

場 所：丸山地区学習等共用施設（料理実習室） 

フロイデ応援団 

  会員数  17 人 

＊IIA事業サポート 

国際理解・協力 

  会員数 5 人  

＊IIA総会準備サポート 6 月 11 日（土） 場所：フロイデ 

看板の取り付け 

＊IIAその他事業サポート 

Ｂ.ブリッジズ 

会員数 200人 

＊「ニューヨーク交流の旅」  

 ※参加人数により決定。実施の場合は 2024年 4 月末～5月初旬 

＜説明会＞ 

開催日：10月  場所：フロイデ 

参加者：30人程 
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犬山国際交流協会会則 

第１章  総則 

（名称） 

第１条 この協会は、犬山国際交流協会（INUYAMA INTERNATIONAL ASSOCIATION「IIA」と称す。）という。 

（事務所） 

第２条 この協会は、主たる事務所を愛知県犬山市松本町 4丁目 21番地に位置する犬山市民交流センタ

ー「フロイデ」内に置く。 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この協会は、犬山市における多文化共生と国際理解の推進に資する事業活動を推進するととも

に、犬山市内外の国際交流を担うボランティア団体と連携し、組織的な国際交流活動を展開すること

を目的とする。 

（事業活動の種類） 

第４条 この協会は、前条の目的を達成するため、次の事業活動を行う。 

 (1)  国際交流を推進する活動 

 (2)  国際理解を深める活動 

 (3)  多文化共生を図る活動 

 (4)  情報発信と広報の推進を図る活動 

 （事業） 

第５条 この協会は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 (1) 犬山市から受託した事業 

 (2) 自主事業  

 (3) 所属ボランティア組織による活動 

 (4) 連携団体との共同活動 

（5） その他本協会の目的を達成するために必要な事業 

   第３章 会員 

（種別） 

第６条 この協会の会員は、次の２種とする。 

 (1) 正会員 この協会の目的に賛同して入会した個人（家族会員を含む。） 

 (2) 賛助会員 この協会の事業に賛助する法人等 

（入会） 

第７条 会員の入会については、特に条件を定めない。 

２ 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものと

し、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

３ 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を

通知しなければならない。 

（会費） 

第８条 会員は、次に掲げる年会費を納入しなければならない。 

 (1) 正会員（個人） 一口 ２，０００円 
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 (2) 正会員（家族会員） 一口 ４，０００円 

 (3) 賛助会員（法人等） 一口 ５，０００円以上随意の金額 

（会員資格の喪失） 

第９条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

 (1) 退会届の提出をしたとき。 

 (2) 本人が死亡したとき。 

 (3) 継続して２年以上会費を滞納したとき。 

 (4) 除名されたとき。 

（退会） 

第１０条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 

（除名） 

第１１条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することが

できる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

 (1) この協会が定める会則、規程等に違反したとき。 

 (2) この協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

（拠出金品の不返還） 

第１２条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 

第４章 役員及び職員 

（種別及び定数） 

第１３条 この協会に、次の役員を置く。 

 (1) 理事 ３人以上１５人以下 

 (2) 監事 ２人 

２ 理事のうち、１人を会長、２人を副会長とする。 

（選任等） 

第１４条 理事及び監事は、会長の提案を受け、総会において選任する。 

２ 会長及び副会長は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超えて

含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含ま

れることになってはならない。 

４  監事は、理事又はこの協会の職員を兼ねることができない。 

（職務） 

第１５条  会長は、この協会を代表し、その業務を総理する。 

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 

３  理事は、理事会を構成し、この会則の定め並びに総会及び理事会の議決に基づき、この協会の業務

を執行する。 

４  監事は、次に掲げる職務を行う。 

 (1)  理事の業務執行の状況を監査すること。 

 (2) この協会の経理及び財産状況を監査すること。 

 (3) 前２号の規定による監査の結果、この協会の業務、経理若しくは財産に関し不正の行為又は法令若

しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は犬山市所轄部局

に報告すること。 
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 (4)  前号の報告をするため必要があると認める場合には、総会の招集を請求すること。 

 (5) 理事の業務執行の状況又はこの協会の経理若しくは財産の状況について、理事に意見を述べ、又は

理事会の招集を請求すること。 

（役員の任期等） 

第１６条 役員の任期は、通常総会までの２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２  補欠又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とす

る。 

３ 役員は、前２項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初の

総会が終結するまで、その任期を伸長する。 

（欠員補充） 

第１７条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を割り込んだときは、遅滞なくこれを補充しなけ

ればならない。 

（解任） 

第１８条 役員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することが

できる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 

 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

（報酬等） 

第１９条 役員は、無報酬とする。 

２ 役員が職務を執行するために特別な経費を要した場合は、それを弁償することができる。 

（顧問） 

第２０条 協会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、会長が理事会の推薦によりこれを委嘱する。 

３ 顧問は、協会の業務に関して特に重要と認める事項について、理事会に出席して意見を述べること

ができる。 

（職員） 

第２１条 この協会に、事務局長及びその他の職員を置く。 

２ 職員は、会長が任免し、雇用契約を交わすとともに、別に定める待遇、服務規程等に従わなければな

らない。 

第５章 総会 

（種別） 

第２２条 この協会の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

（構成） 

第２３条 総会は、正会員及び賛助会員をもって構成する。 

（権能） 

第２４条 総会は、次に掲げる事項について議決する。 

 (1) 会則の変更 

 (2) 解散 

 (3) 合併 

 (4) 事業計画及び活動費予算並びにその変更 

 (5) 事業報告及び活動費決算 
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 (6) 役員の選任又は解任 

 (7) 会費の額 

 (8) その他運営に関する重要事項 

（開催） 

第２５条 通常総会は、毎事業年度１回開催する。 

２ 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 

 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

 (2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があっ

たとき。 

 (3) 第１５条第４項第４号の規定により、監事から招集があったとき。 

（招集） 

第２６条 総会は、前条第２項第３号の場合を除き、会長が招集する。 

２ 会長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日から３０日以内に

臨時総会を招集しなければならない。 

３  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも

５日前までに通知しなければならない。 

（議長） 

第２７条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 

  （定足数） 

第２８条 総会は、正会員の５分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

（議決） 

第２９条 総会における議決事項は、第２６条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（表決権等） 

第３０条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

２ 正会員は、各々１個の表決権を有する。ただし正会員のうち家族会員については家族で１個の 

表決権とする。 

３ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面を

もって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 

４  前項の規定により表決した正会員は、第２８条、前条第２項、第３１条第１項第２号及び第５２条

の適用については、総会に出席したものとみなす。 

（議事録） 

第３１条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

 (1) 日時及び場所 

 (2) 正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記するこ

と。） 

 (3)  審議事項 

 (4)  議事の経過の概要及び議決の結果 

 (5)  議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、会長、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名しなければ
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ならない。 

第６章 理事会 

（構成） 

第３２条 理事会は、理事をもって構成する。 

（権能） 

第３３条 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

 (1)  総会に付議すべき事項 

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（開催） 

第３４条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 

 (1) 会長が必要と認めたとき。 

 (2) 理事総数の２分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった

とき。 

 (3) 第１５条第４項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 

２  会長は、前項第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その日から２０日以内に理事会

を招集しなければならない。 

３  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくと

も５日前までに通知しなければならない。 

（議長） 

第３５条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 

 （定足数） 

第３６条 理事会は、理事の３分の２以上の出席がなければ開会することができない。 

（議決） 

第３７条 理事会における議決事項は、第３４条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（表決権等） 

第３８条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面を

もって表決することができる。 

３  前項の規定により表決した理事は、前条第２項及び次条第１項第２号の適用については、理事会に

出席したものとみなす。 

（議事録） 

第３９条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

 (1)  日時及び場所 

 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記すること。） 

 (3) 審議事項 

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名しなければならな

い。 
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第７章  資産及び会計 

（資産の構成） 

第４０条 この協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 

 (2) 会費 

 (3) 寄附金品 

 (4) 財産から生じる収入 

 (5) 事業に伴う収入 

 (6) その他の収入 

（資産の区分） 

第４１条 この協会の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する法律（平成１０年法律第７号。以下

「法」という。）に定める資産条項に準ずるものとする。 

（資産の管理） 

第４２条 この協会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 

（会計の原則） 

第４３条 この協会の会計は、特定非営利活動に係る法第２７条各号に掲げる原則に準じて行い、公益

性を遵守する。 

（会計の区分） 

第４４条 この協会の会計は、通常会計と特別会計（基金を含む）で構成する。 

（事業計画及び活動費予算） 

第４５条 この協会の事業計画及びこれに伴う活動費予算は、理事会が作成し、総会の議決を経なけれ

ばならない。 

（暫定予算） 

第４６条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会

の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 

２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

（予備費の設定及び使用） 

第４７条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 

（予算の追加及び更正） 

第４８条 予算議決後にやむを得ない事由が生じ、重要な変更を行う事態が生じたときは、総会の議決

を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、総会開催が困難な場合には、会長の責任のもとで、理事会の決議を 

もって総会の議決に代えることができる。 

（事業報告及び決算） 

第４９条 この協会の事業報告書、活動費計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やか

に、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 

２ 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

（事業年度） 

第５０条 この協会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（臨機の措置） 
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第５１条 予算をもって定めるもののほか、募金活動、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又

は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。 

第８章  会則の変更、解散及び合併 

（会則の変更） 

第５２条 この協会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の３分の２以上の議決及

び犬山市所轄部局の認証を得なければならない。 

（解散） 

第５３条 この協会は、次に掲げる事由により解散する。 

 (1) 総会の決議 

 (2) 目的とする活動に係る事業の成功の不能 

２ 前項第１号の事由によりこの協会が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承諾を得なけれ

ばならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、総会に出席した正会員の３分の２以上の議決及び犬山

市所轄部局の認定を得なければならない。 

（残余財産の帰属） 

第５４条 この協会が解散したときに残存する財産は、理事会の議決を経て、会長がこれを定め、犬山市

所轄部局の認証を得なければならない。 

（合併） 

第５５条 この協会が合併しようとするときは、総会に出席した正会員の３分の２以上の議決及び犬山

市所轄部局の認証を得なければならない。 

第９章  公告の方法 

（公告の方法） 

第５６条 この協会の公告は、この協会の掲示場に掲示するとともに、犬山市広報に掲載して行う。 

第１０章  雑則 

（雑則） 

第５７条 この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。 

附 則 

 この会則は、平成２４年７月７日から施行する 

   附 則 

 この会則は、平成２５年６月１５日から施行する。 

附 則 

 この会則は、令和２年６月２７日から施行し、令和２年４月１日から適応する。 
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犬山日本語教室 

 

犬山日本語教室は犬山周辺に在住する外国人の日

本語習得を手助けするため、犬山市の委託を受け、

原則毎週日曜日の午前中にフロイデで開催していま

す。受講者の日本語習得度や要望により様々なクラ

スに分かれています。 

ひらがな・カタカナの基本を学習する人から、日

常会話、日本語能力検定受験を目指す人まで幅広く

対応しています。一緒に楽しく活動していただける

方を募っています。  

 

世話人 浄土 信之   

E-mail: nj7890gm@gmail.com 

 

 

 

台所からの国際交流 

 

犬山市周辺に住んでいる外国人を講師に迎え、その

国の料理を通して、歴史・文化・伝統を紹介していま

す。 

講師役の外国人を探す事、その講師と料理・材料・

当日の進め方について打合せをしたり、参加者募集、

材料の購入・準備・片づけをし、講師と参加者が料理

を作るお手伝いをしています。 

一緒に美味しく楽しい国際交流をしませんか？ 

  

代表 丹羽 悦子  

TEL：sky-net@mvc.biglobe.ne.jp 

 

いぬやま多言語News 

 

在住外国人の生活に役立つ情報を記事にし、翻訳し

ます。言語は現在、英語、中国語、スペイン語、ポル

トガル語、タガログ語、ベトナム語で翻訳しています。 

翻訳スタッフを募集しています。お気軽にご連絡く

ださい。 

 

代表 日下部 和朗 

E-mail: abckusakabe@fj8.so-net.ne.jp 

 

国際理解・協力 

 

在住外国人と地域に住む日本人との異文化交流 

を促進し、在住外国人が安心して住める環境づく 

りを目指して活動しています。 

 

代表 江口 繁雄  

TEL：（0568）62-1226 
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～事務局ボランティア募集～ 

○ イベントの準備・設営ボランティア募集 

「石上げ祭」や「多文化おしゃべりクラブ～オンライン～」、「多文化交流カフェ」、「犬山ハイキング」、 

「講演会」など 当協会主催の各事業の準備や設営のボランティアを随時募集しています。国際交流や多 

文化共生に関心がある方、私たちと一緒にイベントを開催してみませんか？ 

 

問合せ先：犬山国際交流協会事務局 〒484-0086犬山市松本町四丁目21番地 

TEL：(0568)48－1355  FAX：(0568)48－1356 

E-mail：iia@grace.ocn.ne.jp  URL：http://iiea.info 

 

B.ブリッジズ 

 

NYブルックリンにあるザバーリアン高校生が犬山に初めて来たのが2005年春、以来犬山からNYへとお

互いに交流を重ね、2013年春40名がブルックリンバローホール（市役所）で犬山デーと題し、書道・居合

道・茶道のパフォーマンスを紹介しながらワークショップを行いました。当日は大勢のニューヨーカーで賑わ

い,道行く人々も足を止めていました。ザバーリアン高校はカトリック系の学校でその中からジャズパンドとコ

ーラス部の生徒たちおよそ70名が犬山はじめ近隣の市町でホームステイをしながら音楽を通じて交流を深め

ています。3.11の東日本大震災、その後のNYハリケーンサンディでは相互が義援金活動するなど、お互いの

絆はこの交流の継続の中で更に強くなりました。他にもNYへ日本語講師を派遣したりなど、未来を担う若者

たちの相互理解と国際理解の促進に貢献する活動を行っています。 

 

 代表 ビアンキ 恵子  連絡先：B.ブリッジズ事務所 犬山市犬山東古券172 メゾンヤマモト103 

TEL：（0568）62-6016  E-mail: mail@bianchi-inuyama.com          

 

犬山グッドウィルガイド 

 

犬山を訪れる外国のお客さんに、犬山城・街並等を

案内しています。(英・独・中・韓・仏語)  

留学生へのガイダンスや国際会議参加の方への日本

文化の紹介・犬山城等の案内、また市民の皆様を対象

とした「英語講演会」「外国語でお城を見学しよう」の

企画も行っています。 

「外国語のスキルを役立てたい」「犬山の魅力を伝え

たい」等、始めたきっかけは様々ですが、お客さんの

「犬山に来て良かった！」の一言が、喜びです。 

 

代表 中溝 純一 

 E-mail: contact@inuyamagoodwillguide.jp 

URL: www.inuyamagoodwillguide.jp 

 

フロイデ応援団 

 

当時、「犬山市民交流センター（旧：犬山国際観光

センター）『フロイデ』を市民交流の場に！」そんな

熱い思いを持ったメンバーが集まって結成しました。 

年に１度のフロイデまつりでは、応援団が協力し、

開催しています。あなたのすばらしいアイデアが人と

人との架け橋になります。フロイデに世界中の人を呼

びましょう。 

  

団長 日比野 清正  

TEL：（0568）61-4189 

 


